
家庭用常備薬等斡旋事業のお知らせ

対 象 者 組合員（退職派遣者、７５歳以上の組合員及び任意
継続組合員を除く。）

山梨県市町村職員共済組合 保健課保健担当 ＴＥＬ ０５５－２３２－７３１１

共済組合では、組合員やそのご家族の方の健康管理や応急対応のた
めの家庭用常備薬等を特別価格で斡旋しています。
家庭用常備薬等を購入するための申込書を所属所経由で組合員の

方に配付いたしますので、次の要領によりお申込みください。

申込み方法 委託業者の株式会社アーテムへ申込書をＦＡＸ、
または、インターネットによりお申込みください。

申 込 期 限 令和４年１月２８日（金）

購入費用等 有償。共済組合の助成はありません。
購入費用は商品に同封されている振込用紙
でお支払いください。
※ 購入費用が４，０００円未満の場合、
別途５５０円の送料が発生します。

商品の納品 申込受付後、２～３週間でご指定のお届け先
に商品をお送りします。
※ 令和３年１２月２５日～令和４年１月１０日
までは商品の発送ができません。


